
　ＳＮＳ上の広告をきっかけに“公式通販サイトの
正規品”と思って申し込んだら、｢届いた商品が『偽
物』や『不良品』だった｣、｢販売業者と連絡が取れな
い｣という相談が多く寄せられています。また「代
引き配達｣を利用した場合、消費者が宅配業者等に
支払いし商品を受け取って
しまうと、商品が｢偽物｣や
｢不良品｣だったとしても、
宅配業者等から返金される
ことはありません。通販サ
イトが少しでも怪しいと感
じたら、注文しないように
しましょう。

【事例１】ＳＮＳ上の広告をきっかけに、ブランド品
を代引き配達で注文したら、偽物が届いた。支払っ
た代金を返金してほしい。

【事例２】通販サイトで電気温風機を注文したら、

偽物が届いた！事業者と連絡が取れない！
インターネット通販トラブルに注意しましょう

【問い合わせ】消費生活センター（産業政策課内 ☎287- 0858）
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不良品が届いた。販売業者の連絡先が分からない。
【事例３】注文した商品が偽物だったので返品したい。

荷物の送り状の依頼主の欄には、発送代行業者の
情報だけで販売業者の情報が記載されていない。

▽注文前に、信用できる事業者の広告やサイトなの
かを確認する。

▽｢代引き配達｣しか選択できない通販サイトや、「代
引き配達」に一方的に変更される通販サイトには
注意する。

▽荷物を受け取る際に、“送り状の依頼主が販売業
者の名称なのか”を確認する。

▽大手通販サイトに出店している販売業者との取引
でも、不審に思ったら大手通販サイトに連絡する。

困ったときや不安を感じたときは、 一人で悩ま
ずに、 すぐに消費生活センター (☎287-0858)や
消費者ホットライン（☎188）へご相談を！

相 談 事 例！

トラブルに遭わないためには

▲ねんきんネット
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